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（１）トラック業界は従業員２０人以下の事業者が全体の約７割を占めており、特に、深夜早朝などに

おける対面点呼業務が大きな負担となっている。（確実な点呼の徹底が課題）

（２）IT点呼については、IT点呼機器を操作・管理できるレベルの人材確保が難しく、要件のハードルも高い。

（３）大手事業者においても、一定時間に多数のドライバーの点呼を行う場合などで、点呼業務の効率化が
課題になっている。

（４）最近のAI技術の進展により、ロボットの性能や価格が実用的なレベルになってきた。

（５）政府の規制改革の流れのなかで、IT技術等に係わる諸規制が大幅に見直される方向にある。

１．今なぜロボット点呼機器か？
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①運行管理者の不足と高齢化
②限られた時間帯での運行管理者の確保（長時間労働の改善）
③運行管理、安全管理、運転者教育など運行管理者の過重な業務負担

運行管理業務をめぐる厳しい現状



２．行政の動向

（１）政府（内閣府）

◆「規制改革実施計画」（閣議決定：令和３年６月１８日）

「規制改革推進に関する答申」（令和３年６月）により示された規制改革事項について、直ちに改革に着手し、
期限を定めて着実に実現する。

・「生産性向上に向けた物流改革」

「運行管理高度化検討会」（令和３年３月設置）における実証実験（後述）を通じ、自動点呼の導入に向けた
点呼支援機器の認定制度の構築を令和３年中に検討・結論・措置する。

（２）国土交通省（陸、海、空）

◆「総合物流施策大綱」（令和３年度～５年間）（閣議決定：令和３年６月１５日）

物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化（簡素で滑らかな物流の実現）

・「物流デジタル化の強力な推進」

感染症予防対策の観点から、対面で行われている運行管理業務の非対面化が喫緊の課題。

自動点呼や遠隔点呼などのAI等を搭載した点呼機器の認定制度を構築し、非対面の点呼が行えるようにするなど
規制緩和や手続の特例を検討する。
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１）「事業用自動車総合安全プラン２０２５」（令和３年３月）

「全体目標」⇒死者数２２５人以下、重症者数２１２０人以下、人身事故件数１６，５００件以下、飲酒運転ゼロ

【重点施策】（抜粋）

① 新たな日常における安全・安心な輸送サービスの実現

・対面で行われている業務の非対面化を進めることは喫緊の課題

・運行管理に活用可能なICTは急速に進展しており、非対面での運行管理を実現する他、運行管理の質の向上
による安全性の向上、労働産性の向上等を実現できる可能性があり、開発・普及促進を図るべきである。

② ＩＣＴ、自動運転等新技術の開発・普及推進

・点呼支援機器（ロボット等）の点呼における確認、指示項目の一部またはすべてを代替さえて点呼を行う自
動点呼も実現可能性が出てきているところ、事業者が安心して使用できる機器を選定できるような制度につ
いて検討する必要がある。

（３）国土交通省自動車局

３



●国土交通省自動車局 令和３年度予算

４



５

●国土交通省自動車局 令和４年度予算概算要求概要



IT点呼（遠隔点呼）の対象拡大に向けた機器の性能要件や、自動点呼の導入に向けた点呼支援機器の認定制度等、
運行管理の高度化に向けた制度に関する検討を行う。（日貨協連もオブザーバーとして参加）

【主な検討項目】

① IT点呼(遠隔点呼)の対象拡大

点呼に必要な運転者の情報提供が可能な高度な点呼機器を使用することを条件に、他営業所の運転者に対するIT
点呼（遠隔点呼）を認めることを検討。

② 自動点呼の導入

点呼支援機器が点呼における確認、指示項目の一部または全てを代替できるよう、機器(ロボット点呼機器）の
要件を検討。

③ 運行指示者の一元化

運行中の他営業所の運転者・車両に対する運行指示を行えるよう、営業所や運行管理者が満たすべき条件を検討。

④ 点呼時以外の運行管理業務の一元化

運行管理者業務の全てを他営業所で行うことができるよう、営業所や運行管理者が満たすべき条件を検討。

・令和３年４月から自動点呼の実証実験（終業時）に着手し、事業者（トラック・バス・タクシー）による評価結果と、国交省による
評価結果をもとに、点呼機器の機器性能等の要件を検討し、 令和３年９月末を目処に検討の中間とりまとめを行う。

・中間とりまとめの結果をもとに、令和３年１０月から実証実験の対象事業者を増やし、点呼支援機器に係る認定制度設立に向けた
性能要件および性能評価方法の検討を行う。

６

２）「運行管理高度化検討会」（第１回：令和３年３月、第２回：６月、第３回：９月、第４回：１１月、第５回：１２月）



７

２）「運行管理高度化検討会」（令和３年１２月２２日開催）…配布資料３「乗務後自動点呼の要件取りまとめについて」より抜粋

【点呼自動化の定義】※中間とりまとめ



【デジタル原則の方向性】（「デジタル臨時行政調査会における論点（案）」より抜粋）

① デジタル完結・自動化原則
書面、対面、目視、定期点検などを義務づけるルールについて、デジタル完結・自動化による対応を基本とすること。

◆「第１回デジタル臨時行政調査会」（令和３年１１月１６日）

（４）デジタル庁

８

「牧島大臣を中心に関係大臣が協力して、年末までにデジタル原則を策定する（次頁）とともに、改革項目を具体化し
てもらいたいと思います。（中略）

年明けには、できるところから、速やかに制度改革に着手し、例えば、インフラ等の保安規制や定期検査の見直し、
学修者の習熟度に応じた教育の実現、自動運転の実装化による配送や高齢者の送迎に向けた制度見直しなど、規制する
側、規制される側、国民の皆さんから歓迎される三方良しの制度見直しを実現していきます。（中略）
（以下略）」

デジタル臨時行政調査会における論点（案）等の審議を踏まえた岸田総理の発言



【構造改革のためのデジタル原則の点検の方向性】
（「デジタル時代の構造改革とデジタル原則の方向性について」より抜粋）

① デジタル完結・自動化原則
①－２：人の介在（対面、常駐、資格者配置、拠点設置、目視、立入等）を見直し、点検等の遠隔実施、自動化・

機械化の最大限のデジタル化を基本とすること

◆「第２回デジタル臨時行政調査会」（令和３年１２月２２日）

（４）デジタル庁

９

「デジタル改革、規制改革、そして行政改革の共通指針として、デジタル完結・自動化など５つの原則を策定いたし
ました。（中略）

第１に、４万以上ある法令・通達等と２万以上ある行政手続について、原則への適合性を点検し、デジタル技術を
活用する方策を具体化し、来春には、一括見直しプランを取りまとめます。デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の
在り方の検討も加速いたします。（以下略）」

デジタル原則及び改革の方向性等の審議を踏まえた岸田総理の発言



３．トラック協会の動向

（１）全日本トラック協会

・「運行管理高度化検討会」における実証実験への参加（既述）

・各種支援措置：「小規模事業者コロナ時・災害時特別対策委員会」答申

【重点支援策】

① IT機器の活用による業務改善

デジタル化推進支援や、点呼支援機器（ロボット等）導入支援

② 協同組合加入による購買の共同化や運送事業の効率化

協同組合の事業内容の周知、高速道路料金の割引の拡充・恒久化に向けた働きかけ

③ 適正な運賃の収受と「標準的な運賃」の周知および届出支援

会員事業者への「標準的な運賃」の周知活動、会員事業者の荷主企業に対する「標準的運賃」の周知活動、

「標準的な運賃」の届出の促進

④ 融資斡旋に関する現行制度の周知および活用推進

（２）地方トラック協会

・研修会の開催等、各種導入支援
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４．日貨協連の対応

（１）ロボット点呼の実現に向けた取り組み

１）協同組合による点呼業務の効率化に係る取組み

・「安全管理向上のための共同事業（受委託点呼）に関する調査研究」（平成２２年）

２）ロボット点呼の実現に向けた情報の収集と関係行政機関との連絡調整

３）「ＡＩロボット点呼機器等を活用した運行管理の高度化に関する調査研究」（全ト協受託事業）

・日貨協連の「次世代経営者協議会」が実証実験を含めた調査研究事業に取り組み、国土交通省自動車局貨物課、
安全政策課がオブザーバーとして参加。）

・実証実験は国土交通省実証実験（「運行管理高度化検討会」）に準じて実施し、結果を国土交通省に報告。

（２）自動点呼機器の機能改善・安価な価格設定

１）令和元年６月より自動点呼機器「Tenko de Unibo」を取扱開始。導入事業者の機能改善要望を経て、これまでに

大幅な機能改善が図られてきた。

２）自動点呼機器の販売価格については、普及度合に応じて可能な限り安価となるよう努める。

（３）普及・啓発活動（国土交通省、地方トラック協会、協同組合・トラック運送事業者）

・自動点呼機器の本格普及に向けて各種ＰＲ活動、デモンストレーションを展開。
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出典：「ＡＩ点呼ロボット点呼機器・デジタコ等を活用した運行管理の高度化に関する調査研究報告書(令和３年３月) 」
（(公社)全日本トラック協会、日本貨物運送協同組合連合会）より

５．ロボット点呼機器を実際に使用しているご利用者の声

（１）対面点呼とロボット点呼の確実性、正確性の比較
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（３）ロボット点呼への期待

出典：「ＡＩ点呼ロボット点呼機器・デジタコ等を活用した運行管理の高度化に関する調査研究報告書(令和３年３月) 」
（(公社)全日本トラック協会、日本貨物運送協同組合連合会）より
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効果がある 効果を得られない場合がある

（２）運行管理者の労働時間短縮への効果
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輸送経済新聞
令和３年１０月１９日２４面
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日本経済新聞 令和３年１２月３０日３０面（全面広告の一部抜粋）



物流ニッポン
令和３年１０月１９日
２面

物流ニッポン
令和３年１1月5日
10面
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６．利用料金について

ロボット点呼機器導入のコストと効果のバランス

※１ レンタル契約期間３年
※２ 環境構築支援（初期設定）サービスを含む
※３ オプション

導入支援サービス（143,000円）
タニタ製アルコールチェッカーセット（55,000円）

日貨協連AIロボット点呼機器 「Tenko de Unibo」（富士通製）+「クラウド支援サービス」

特別キャンペーン期間限定（～令和４年２月２８日）
１台あたり利用料金 月額 ６９，３００円 （消費税込み）

人件費の削減

安全性の向上
法令順守の徹底

生産性の向上 AIロボット点呼機器運用コスト
労働時間短縮（働き方改革対応）
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